
担
保
保
存
義
務
に
関
す
る
一
考
察 

 

―
沿
革
的
・
比
較
法
的
考
察
（
八
）

―

辻

　

博

明

一　

は
じ
め
に

―
問
題
設
定

二　

ロ
ー
マ
法

　

⑴　

保
証
制
度
の
「
推
移
」

―
担
保
保
存
義
務
制
度
の
視
点
か
ら

　

⑵　

担
保
保
存
義
務
制
度
の
「
起
源
」
と
そ
の
継
受

―
問
題
点
の
整
理

三　

フ
ラ
ン
ス
法

　

⑴　

フ
ラ
ン
ス
古
法

―
ポ
テ
ィ
エ
の
主
張
を
中
心
に　
　
　
　
（
以
上
本
誌
六
一
巻
一
号
）

　

⑵　

立
法
趣
旨

　

⑶　

フ
ラ
ン
ス
民
法

―
制
度
の
本
質
、
要
件
・
効
果
（
現
行
二
三
一
四
条
）、
近
時
の
変
化　

（
以
上
本
誌
六
一
巻
二
号
）

四　

ド
イ
ツ
法

　

⑴　

ド
イ
ツ
民
法
典
成
立
前
の
概
要

　

⑵　

立
法
趣
旨　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

（
以
上
本
誌
六
二
巻
一
号
）

　

⑶　

ド
イ
ツ
民
法

―
制
度
の
本
質
、
要
件
・
効
果

　
　

①　

制
度
の
本
質

　
　
　

ⅰ　

制
度
趣
旨
・
法
的
構
成　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

（
以
上
本
誌
六
二
巻
二
号
）
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一

論
説



　
　
　

ⅱ　

免
責
対
象
者

　
　

②　

免
責
の
要
件

　
　

③　

効　

果

　
　

④　

整
理
・
検
討

―
フ
ラ
ン
ス
法
と
の
比
較　
　
　
　

 　

 

（
以
上
本
誌
六
二
巻
四
号
）

五　

ス
イ
ス
債
務
法

　

⑴　

旧
法
に
お
け
る
議
論
の
概
要

―
義
務
の
位
置
付
け
・
範
囲
、
要
件
・
効
果
、
共
同
保
証
を
め
ぐ
る
問
題

 

（
以
上
本
誌
六
三
巻
一
号
）

　

⑵　

立
法
趣
旨　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

（
以
上
本
誌
六
三
巻
二
号
）

　

⑶　

ス
イ
ス
債
務
法(

一
九
四
一
年
法)

― 

債
権
者
の
保
証
人
に
対
す
る
注
意
義
務
の
拡
大
・
強
化
、
義
務
の
性
質
、
担
保
保
存

義
務
、
共
同
保
証
を
め
ぐ
る
問
題

　
　

 

①　

債
権
者
の
注
意
義
務

―
保
証
人
に
対
す
る
注
意
義
務
の
性
質
・
拡
大
・
強
化

　
　
　

ⅰ　

保
証
契
約
の
特
性

―
立
法
上
の
配
慮
の
必
要
性

　
　
　

ⅱ　

債
権
者
の
保
証
人
に
対
す
る
注
意
義
務
の
性
質
・
拡
大
、
強
行
法
規
化

　
　
　

ⅲ　

小　

括　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

（
以
上
本
号
）

五
　
ス
イ
ス
債
務
法

⑶
　
ス
イ
ス
債
務
法
（
一
九
四
一
年
法
）
― 

債
権
者
の
保
証
人
に
対
す
る
注
意
義
務
の
拡
大
・
強
化
、
義
務
の
性
質
、
担
保
保
存
義
務
、 

共
同
保
証
を
め
ぐ
る
問
題

　
①
　
債
権
者
の
注
意
義
務

―
保
証
人
に
対
す
る
注
意
義
務
の
性
質
・
拡
大
、
強
行
法
規
化

　

ス
イ
ス
に
お
い
て
は
、
旧
ス
イ
ス
債
務
法
（
一
九
一
一
年
法
）
に
お
い
て
、
債
権
者
の
保
証
人
に
対
す
る
注
意
義
務
に
関
す
る
規
定
が

導
入
さ
れ
て
い
た
が
（
先
述
五
⑴
）、
保
証
法
の
改
正
（
一
九
四
一
年
法
）
を
経
て
（
先
述
五
⑵
）、
債
権
者
の
注
意
義
務
を
拡
大
・
強
化

岡　法（63―４） 438

二



す
る
改
正
が
な
さ
れ
、
そ
の
解
釈
に
展
開
が
見
ら
れ
る
。
以
下
で
は
、
債
権
者
の
注
意
義
務
の
性
質
、
注
意
義
務
の
拡
大
・
強
化
、
そ

の
背
景
の
視
点
か
ら
分
析
す
る
こ
と
に
す
る
。

　
　
ⅰ
　
保
証
契
約
の
特
性

―
立
法
上
の
配
慮
の
必
要
性

　

保
証
契
約
は
、
次
の
よ
う
な
四
つ
の
要
素
に
お
い
て
、
他
の
契
約
と
異
な
る
特
性
を
有
す
る
。
保
証
人
は
、
特
別
な
危
険
を
負
っ
て

お
り
、
立
法
上
特
別
な
配
慮
が
求
め
ら
れ
る
と
さ
れ
る
（
傍
線
筆
者
、
以
下
同
様
。）。
ま
ず
、
保
証
人
は
、「
他
人
の
債
務
」
に
つ
い
て

責
め
を
負
っ
て
お
り
、
保
証
を
引
き
受
け
て
も
、
債
権
者
か
ら
「
反
対
給
付
」
を
受
け
な
い
（
①
「
法
的
特
性
」（
片
務
性
））。
主
た
る

債
務
者
は
、
保
証
に
よ
っ
て
利
益
を
得
る
が
、
保
証
人
は
、
主
た
る
債
務
者
に
代
わ
っ
て
弁
済
す
る
責
め
を
負
う
だ
け
で
あ
る
。
し
か

も
、
保
証
人
は
、
物
的
担
保
の
提
供
者
と
異
な
り
、
そ
の
「
全
財
産
」
が
責
任
財
産
と
さ
れ
る
。
次
に
、
保
証
人
は
、
主
た
る
債
務
者

の
信
用
を
「
補
完
」
し
て
い
る
（
②
「
経
済
的
特
性
」）。
債
権
者
は
、
唯
一
の
担
保
で
あ
る
保
証
を
当
て
に
し
て
、
主
た
る
債
務
者
に
信

用
貸
し
す
る
こ
と
が
多
い
。
物
的
担
保
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
換
価
に
よ
っ
て
担
保
さ
れ
な
い
部
分
の
危
険
を
負
担
す
る
の
は
、

保
証
人
で
あ
る
。
債
権
者
は
、
保
証
が
な
け
れ
ば
自
ら
が
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
危
険
を
、
保
証
人
に
転
嫁
し
て
い
る
と
さ
れ
る
。

さ
ら
に
、
保
証
人
は
、
主
た
る
債
務
者
か
ら
頼
み
込
ま
れ
て
「
親
切
心
」
か
ら
責
め
を
引
き
受
け
る
こ
と
が
多
い
。
そ
の
よ
う
な
状
況

に
お
い
て
、
保
証
人
が
事
実
関
係
を
客
観
的
に
認
識
し
保
証
の
危
険
性
を
的
確
に
判
断
す
る
こ
と
は
期
待
で
き
な
い
。
保
証
契
約
書
に

つ
い
て
は
、
金
融
機
関
が
自
己
に
有
利
な
内
容
の
「
書
式
」
を
作
成
し
差
し
入
れ
ら
れ
る
こ
と
が
一
般
的
で
あ
り
、
保
証
人
が
そ
の
内

容
を
読
ん
で
理
解
し
て
い
る
と
は
必
ず
し
も
い
え
な
い
（
③
「
心
理
的
特
性
」（
軽
率
性
））。
ま
た
、
ス
イ
ス
に
お
い
て
は
、
保
証
に
よ

る
信
用
貸
し
が
諸
外
国
よ
り
も
一
般
化
し
て
い
る
と
い
う
事
情
が
あ
る
と
さ
れ
る
（
④
「
社
会
的
特
性

）
1
（

」）。

　
　
ⅱ
　
債
権
者
の
保
証
人
に
対
す
る
注
意
義
務
の
性
質
・
拡
大
、
強
行
法
規
化

　

債
権
者
の
注
意
義
務
に
関
す
る
規
定
は
、
旧
ス
イ
ス
債
務
法
（
一
九
一
一
年
法
）
に
お
い
て
、
す
で
に
設
け
ら
れ
て
い
た
が
、
強
行
規

定
と
は
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
債
権
者
（
銀
行
）
は
、
保
証
人
が
そ
れ
ら
の
保
証
人
保
護
規
定
を
主
張
す
る
こ
と
を
、
事
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前
に
放
棄
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
こ
で
、
ス
イ
ス
債
務
法
（
一
九
四
一
年
法
）
は
、
四
九
二
条
四
項
に
お
い
て
、「
保
証
人
は
、
法

律
上
異
な
る
定
め
の
な
い
限
り
、
本
節
（
保
証
）
に
お
い
て
保
証
人
に
与
え
ら
れ
た
権
利
を
事
前
に
放
棄
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。」
と

す
る
規
定
を
導
入
し
た
。
そ
の
結
果
、
保
証
法
に
お
け
る
債
権
者
の
注
意
義
務
そ
の
他
の
多
く
の
重
要
規
定
は
、
強
行
規
定
と
位
置
付

け
ら
れ
た
。
し
た
が
っ
て
、
同
条
四
項
に
反
す
る
約
定
は
、
無
効
と
さ
れ
た）

2
（

。

　

保
証
契
約
は
「
片
務
契
約
」
で
あ
り
、
保
証
人
だ
け
が
債
務
を
負
い
、
債
権
者
は
権
利
の
み
を
有
す
る
。
こ
れ
と
異
な
る
特
約
は
、

も
ち
ろ
ん
許
さ
れ
る
。
し
か
し
こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
保
証
契
約
か
ら
債
権
者
の
注
意
義
務
が
生
じ
る
か
ど
う
か
で
あ
る
。
債
権

者
は
、
そ
の
権
利
行
使
に
お
い
て
、「
信
義
に
し
た
が
っ
て
行
為
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」「
権
利
の
明
白
な
濫
用
は
法
的
保
護
を
有
し

な
い
。」（
ス
イ
ス
民
法
二
条
）。
こ
の
法
理
は
、
保
証
人
に
対
す
る
債
権
者
の
行
為
に
つ
い
て
も
適
用
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
債
権
者

は
、
全
く
の
恣
意
に
よ
っ
て
保
証
人
の
法
的
地
位
を
悪
化
さ
せ
て
は
な
ら
ず
、
悪
意
に
よ
っ
て
保
証
人
の
利
益
を
侵
害
し
て
は
な
ら
な

い
。
諸
般
の
事
情
か
ら
、
保
証
の
引
受
に
際
し
て
、
債
権
者
と
保
証
人
と
の
間
に
、
主
た
る
債
務
者
に
よ
っ
て
約
さ
れ
た
担
保
の
設
定

に
つ
い
て
配
慮
す
る
旨
の
黙
示
の
合
意
が
あ
る
と
解
さ
れ
る
場
合
、
債
権
者
は
そ
の
担
保
の
設
定
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い）

3
（

。
保
証
人

が
建
築
用
の
融
資
の
た
め
に
保
証
を
引
き
受
け
た
こ
と
が
債
権
者
に
認
識
可
能
な
場
合
に
は
、
債
権
者
は
、
貸
付
金
が
そ
の
た
め
に
適

切
に
使
用
さ
れ
る
か
を
監
視
す
る
義
務
を
負
う
と
解
さ
れ
る）

4
（

。

　

し
か
し
、
債
権
者
の
「
一
般
的
」
注
意
義
務
は
、
旧
ス
イ
ス
債
務
法
に
お
け
る
と
同
様
に
、
認
め
ら
れ
て
い
な
い
（
た
だ
し
、
保
証
人

が
保
全
の
た
め
に
自
ら
介
入
で
き
な
い
限
り
に
お
い
て
一
般
的
注
意
義
務
を
肯
定
す
る
説
が
一
部
に
あ
る
。）。債
権
者
の
一
般
的
注
意
義
務
は
、

債
権
者
が
受
け
る
利
益
と
対
応
す
る
も
の
で
は
な
く
、
信
用
制
度
と
し
て
の
保
証
行
為
に
著
し
く
厳
し
い
負
担
を
課
す
こ
と
に
な
る
と

さ
れ
る
。

　

し
か
し
そ
の
一
方
で
、
ス
イ
ス
債
務
法
（
一
九
四
一
年
法
） 

に
お
い
て
は
、
以
下
の
よ
う
に
、
債
権
者
の
「
特
別
」
の
注
意
義
務
に
関

す
る
規
定
が
さ
ら
に
展
開
さ
れ
て
い
る
。
保
証
人
は
、
特
別
の
注
意
義
務
違
反
に
対
し
て
、
そ
の
履
行
を
訴
求
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
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が
、
次
の
よ
う
な
抗
弁
を
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
損
害
賠
償
請
求
権
を
行
使
す
る
こ
と
も
で
き
る）

5
（

。

　

ま
ず
、
ス
イ
ス
債
務
法
五
〇
三
条
は
、「
債
権
者
が
、
保
証
の
引
受
の
際
に
存
在
し
た
、
ま
た
は
主
た
る
債
務
者
に
よ
っ
て
そ
の
後
に

獲
得
さ
れ
か
つ
個
別
に
被
保
証
債
権
の
た
め
に
定
め
ら
れ
た
物
的
担
保
ま
た
は
そ
の
他
の
担
保
及
び
優
先
権
を
保
証
人
の
不
利
益
に
減

少
さ
せ
る
場
合
、
保
証
人
の
責
任
は
、
損
害
が
そ
の
減
少
額
よ
り
少
な
い
こ
と
が
証
明
さ
れ
な
い
限
り
、
そ
の
減
少
に
応
じ
て
減
額
さ

れ
る
。
不
当
利
得
の
返
還
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
一
項
）。
官
吏
そ
の
他
の
身
元
保
証
に
お
い
て
、
債
権
者
は
、
監
督
義
務
を
負

う
被
用
者
の
監
督
を
怠
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
ま
た
は
債
権
者
に
そ
の
他
期
待
可
能
な
注
意
を
怠
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
債
務
が
発
生
し
た

場
合
、
ま
た
は
懈
怠
が
な
け
れ
ば
生
じ
な
か
っ
た
範
囲
に
及
ん
だ
場
合
、
責
め
を
負
う
（
二
項
）。
債
権
者
は
、
弁
済
を
行
う
保
証
人

に
、
そ
の
権
利
を
主
張
す
る
た
め
に
役
立
つ
証
書
を
返
還
し
、
必
要
な
説
明
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
同
様
に
、
債
権
者
は
、
保

証
人
に
、
保
証
の
引
受
の
際
に
存
在
し
た
、
ま
た
は
主
た
る
債
務
者
に
よ
っ
て
そ
の
後
に
個
別
に
そ
の
債
権
の
た
め
に
設
定
さ
れ
た
物

的
担
保
及
び
そ
の
他
の
担
保
を
返
還
し
、
ま
た
は
そ
の
移
転
の
た
め
に
必
要
な
行
為
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
他
の
債
権
の
た
め
に

債
権
者
が
有
す
る
物
的
担
保
及
び
留
置
権
は
、
保
証
人
の
有
す
る
権
利
よ
り
順
位
に
お
い
て
優
先
す
る
限
り
、
留
保
さ
れ
る
（
三
項
）。

債
権
者
が
こ
れ
ら
の
行
為
を
行
う
こ
と
を
不
当
に
拒
絶
し
、
ま
た
は
そ
の
有
す
る
証
拠
資
料
若
し
く
は
債
権
者
が
責
め
を
負
う
物
的
担

保
及
び
そ
の
他
の
担
保
を
、
悪
意
ま
た
は
重
過
失
に
よ
っ
て
放
棄
す
る
場
合
、
保
証
人
は
免
責
さ
れ
る
。
保
証
人
は
、
弁
済
さ
れ
た
給

付
の
返
還
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
、
保
証
人
に
さ
ら
に
生
じ
た
損
害
に
つ
い
て
賠
償
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
四
項
）。」
と
規

定
す
る
。

　

五
〇
三
条
一
項
は
、
債
権
者
の
担
保
保
存
義
務
に
つ
い
て
規
定
す
る
。
主
た
る
債
務
に
は
、
保
証
だ
け
で
な
く
、
物
的
担
保
そ
の
他

が
設
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
保
証
人
が
債
権
者
に
弁
済
す
れ
ば
、
そ
れ
ら
の
権
利
は
代
位
に
よ
り
保
証
人
に
移
転
す
る
（
五
〇

七
条
一
項
）。
保
証
人
は
、
そ
れ
ら
の
権
利
に
よ
っ
て
、
主
た
る
債
務
者
等
に
対
す
る
求
償
を
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
こ
と
か

ら
、
保
証
人
の
た
め
に
物
的
担
保
・
そ
の
他
の
担
保
・
優
先
権
を
保
全
す
る
義
務
が
、
債
権
者
に
課
さ
れ
て
い
る
（
同
条
一
項
に
お
け
る
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義
務
の
性
質
・
要
件
・
効
果
に
つ
い
て
は
、
後
述
②
。）。
同
条
二
項
は
、
官
吏
そ
の
他
の
身
元
保
証
に
お
け
る
債
権
者
の
注
意
義
務
に
つ
い

て
規
定
す
る
。
身
元
保
証
人
は
、
原
則
と
し
て
、
被
用
者
が
賠
償
し
な
い
損
害
に
つ
い
て
の
み
責
め
を
負
う
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
は

最
終
不
足
額
支
払
保
証
・
損
害
填
補
保
証
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
身
元
保
証
人
は
、
債
権
者
の
悪
意
ま
た
は
重
過
失
に
よ
っ
て
損
害
が

生
じ
た
場
合
に
お
い
て
の
み
、
免
責
さ
れ
る
と
解
さ
れ
る
（
争
点
（
軽
過
失
の
場
合
を
含
む
か
に
つ
い
て
））。
身
元
保
証
に
お
い
て
は
、

一
般
的
な
監
督
義
務
が
問
題
と
な
る
。
債
権
者
が
義
務
を
負
う
監
督
の
不
作
為
の
程
度
は
、
雇
用
関
係
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
。
官
吏

の
場
合
に
は
、
連
邦
法
・
州
法
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
。
私
法
上
の
雇
用
関
係
に
お
い
て
は
、
就
業
規
則
等
の
雇
用
契
約
に
よ
っ
て
判

断
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
一
九
四
一
年
の
改
正
に
よ
っ
て
、「
債
権
者
に
そ
の
他
期
待
可
能
な
注
意
を
怠
っ
た
こ
と
に
よ
り
」
と
い
う
文
言

が
追
加
さ
れ
て
い
る
。
債
権
者
に
期
待
可
能
な
注
意
義
務
は
、「
信
義
則
」・
取
引
慣
行
・
個
別
の
事
案
に
お
け
る
特
別
の
事
情
に
よ
っ

て
判
断
さ
れ
る
。
同
条
三
項
は
、
債
権
者
に
よ
る
証
拠
資
料
の
保
全
・
返
還
、
必
要
な
説
明
の
提
供
、
物
的
担
保
等
の
返
還
に
つ
い
て

規
定
し
て
い
る
。
保
証
人
は
、
債
権
の
担
保
を
目
的
と
し
て
お
り
、
債
務
の
最
終
的
な
引
受
人
で
は
な
い
。
保
証
人
は
、
債
権
者
に
弁

済
す
れ
ば
、
求
償
権
を
有
す
る
。
そ
の
弁
済
額
に
つ
い
て
、
債
権
者
の
権
利
が
保
証
人
に
移
転
す
る
（
五
〇
七
一
項
）。
し
か
し
、
こ
の

法
定
代
位
は
、
求
償
権
の
主
張
が
確
保
さ
れ
物
的
担
保
等
の
返
還
が
保
全
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
前
提
と
す
る
。
そ
こ
で
、
証
拠
資
料
（
保

証
証
書
・
物
的
担
保
の
証
書
・
債
権
回
収
証
書
・
判
決
書
等
）
の
返
還
・
説
明
の
提
供
・
物
的
担
保
等
の
返
還
に
つ
い
て
、
債
権
者
に
注
意

「
義
務
」
が
課
さ
れ
て
い
る
（
一
方
、
債
権
者
に
弁
済
し
代
位
し
た
保
証
人
の
「
権
利
」
の
視
点
か
ら
構
成
す
べ
き
と
す
る
主
張
が
あ
る

（Giovanoli

）。）。
保
証
人
が
求
償
を
難
な
く
実
行
す
る
に
は
、
証
拠
資
料
の
保
全
・
返
還
に
加
え
て
、
そ
れ
を
補
足
す
る
債
権
者
に
よ

る
説
明
（
債
権
の
主
張
を
根
拠
付
け
る
た
め
に
必
要
な
説
明
）
を
要
す
る
場
合
が
多
い
。
物
的
担
保
等
は
、
保
証
人
の
代
位
に
よ
っ
て
す
で

に
移
転
し
て
い
る
た
め
、
そ
の
返
還
に
お
い
て
問
題
と
な
る
の
は
、「
占
有
」
の
移
転
で
あ
る
（
善
意
の
第
三
者
の
出
現
を
想
定

）
6
（

）。
不
動

産
担
保
に
つ
い
て
は
、
登
記
の
移
転
が
必
要
と
な
る
。
物
的
担
保
等
の
返
還
は
、
保
証
人
に
よ
る
弁
済
と
引
換
に
な
さ
れ
る
。
同
条
四

項
は
、
情
報
提
供
義
務
及
び
返
還
義
務
（
同
条
三
項
）
に
違
反
し
た
場
合
の
効
果
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
。
保
証
人
は
、
債
権
者
が
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証
拠
資
料
の
返
還
・
必
要
な
説
明
・
物
的
担
保
等
の
返
還
及
び
そ
の
引
渡
し
に
必
要
な
行
為
を
行
う
こ
と
を
不
当
に
拒
絶
し
た
場
合

に
、
免
責
さ
れ
る
。
拒
絶
が
「
不
当
」
で
あ
る
こ
と
が
要
件
と
さ
れ
る
（
文
言
の
追
加
）
が
、
債
権
者
の
過
失
の
証
明
は
要
し
な
い
。

ま
た
、
保
証
人
は
、
債
権
者
が
証
拠
資
料
及
び
物
的
担
保
等
を
悪
意
ま
た
は
重
過
失
に
よ
っ
て
放
棄
す
る
場
合
、
免
責
さ
れ
る
。
証
拠

資
料
の
返
還
及
び
必
要
な
説
明
の
提
供
の
場
合
に
つ
い
て
、
免
責
原
因
が
追
加
さ
れ
て
い
る
（
旧
ス
イ
ス
債
務
法
五
一
〇
条
と
の
違
い
）。

さ
ら
に
、
保
証
人
は
、
免
責
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
す
で
に
な
さ
れ
た
給
付
の
返
還
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
、
債
権
者
に
帰
責
性
の

あ
る
限
り
に
お
い
て
、
保
証
人
に
生
じ
た
損
害
の
賠
償
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
こ
の
場
合
、
債
権
者
が
負
うO

bliegenheit

は

Pflicht

と
な
る
。））

7
（

。

　

次
に
、
五
〇
四
条
は
、「
主
た
る
債
務
が
弁
済
期
に
あ
る
場
合
、
主
た
る
債
務
者
の
破
産
に
よ
る
と
き
で
も
、
保
証
人
は
、
い
つ
で

も
、
債
権
者
が
弁
済
を
受
領
す
る
こ
と
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
つ
の
債
権
の
た
め
に
複
数
の
保
証
人
が
責
め
を
負
う
場
合
、

債
権
者
は
、
一
部
弁
済
額
が
少
な
く
と
も
弁
済
す
る
保
証
人
の
負
担
部
分
で
あ
る
と
き
、
そ
の
受
領
義
務
を
負
う
（
一
項
）。
保
証
人

は
、
債
権
者
が
そ
の
弁
済
を
不
当
に
拒
絶
す
る
場
合
、
免
責
さ
れ
る
。
こ
の
場
合
、
共
同
連
帯
保
証
人
の
責
任
は
、
そ
の
負
担
部
分
に

つ
い
て
減
少
す
る
（
二
項
）。
債
権
者
が
主
た
る
債
務
を
受
領
す
る
意
思
が
あ
る
場
合
、
保
証
人
は
、
そ
の
弁
済
期
前
に
お
い
て
も
、
債

権
者
に
弁
済
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
主
た
る
債
務
者
に
対
す
る
求
償
は
、
そ
の
弁
済
期
の
到
来
後
に
お
い
て
は
じ
め
て
主
張

す
る
こ
と
が
で
き
る
（
三
項
）。」
と
規
定
す
る
。

　

受
領
遅
滞
に
つ
い
て
は
、
九
一
条
以
下
に
お
い
て
一
般
規
定
が
置
か
れ
て
お
り
、
五
〇
四
条
は
保
証
債
務
に
つ
い
て
の
特
別
規
定
で

あ
る
。
五
〇
四
条
一
項
は
、
保
証
人
に
よ
る
弁
済
に
関
す
る
債
権
者
の
受
領
義
務
に
つ
い
て
規
定
す
る
。
保
証
人
は
、
主
た
る
債
務
者

が
遅
滞
に
陥
っ
て
い
る
場
合
、
債
権
回
収
・
訴
訟
費
用
、
利
息
等
に
つ
い
て
責
め
を
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
四
九
九
条
二
項
）。
保

証
人
は
、
自
己
の
債
務
が
弁
済
期
に
な
い
場
合
に
お
い
て
も
、
弁
済
す
る
こ
と
に
つ
い
て
利
益
を
有
す
る
。
共
同
保
証
の
場
合
に
は
、

保
証
人
に
よ
る
弁
済
が
一
部
弁
済
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
保
証
人
の
負
担
部
分
以
上
で
あ
る
と
き
は
、
債
権
者
に
受
領
義
務
を
課
し
て
い
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る
。
同
条
二
項
は
、
債
権
者
の
不
当
な
受
領
拒
絶
に
よ
る
免
責
効
果
に
つ
い
て
規
定
す
る
。
保
証
人
の
免
責
は
、
債
権
者
が
そ
の
弁
済

を
「
不
当
」
に
拒
絶
す
る
場
合
に
の
み
生
じ
る
。
受
領
の
拒
絶
が
客
観
的
な
理
由
に
よ
っ
て
正
当
化
さ
れ
な
け
れ
ば
十
分
で
あ
り
、
債

権
者
の
過
失
の
証
明
は
要
し
な
い
。
債
権
者
に
よ
る
不
当
な
受
領
拒
絶
は
、
九
一
条
に
お
い
て
も
要
件
と
さ
れ
て
い
る
が
、
五
〇
四
条

に
お
い
て
は
、
義
務
違
反
の
効
果
が
強
化
さ
れ
て
い
る
（
供
託
等
（
九
二
条
以
下
）
で
は
な
く
請
求
権
の
喪
失
（
た
だ
し
、
こ
れ
に
対
す
る

批
判
が
一
部
に
あ
る
（Bucher

）
8
（

）。）。

　

さ
ら
に
、
五
〇
五
条
は
、「
主
た
る
債
務
者
が
、
元
金
の
弁
済
、
半
年
間
の
利
息
の
弁
済
、
ま
た
は
年
次
償
還
金
に
つ
い
て
、
六
ヶ
月

間
遅
滞
に
あ
る
場
合
、
債
権
者
は
、
保
証
人
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
債
権
者
は
、
請
求
が
あ
れ
ば
、
い
つ
で
も
、
主
た
る
債

務
者
の
状
況
に
つ
い
て
、
保
証
人
に
情
報
を
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
一
項
）。
主
た
る
債
務
者
が
破
産
及
びN

achlaßverfahren

に
あ
る
場
合
、
債
権
者
は
、
そ
の
債
権
の
届
出
を
行
い
、
ま
た
そ
の
権
利
の
保
全
の
た
め
に
債
権
者
に
期
待
さ
れ
う
る
そ
の
他
全
て
の

措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
債
権
者
は
、
破
産
及
びN

achlaßstundung

を
知
っ
た
と
き
、
直
ち
に
保
証
人
に
そ
れ
を
通
知

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
二
項
）。
債
権
者
は
、
こ
れ
ら
の
行
為
の
一
つ
を
怠
る
場
合
、
そ
の
懈
怠
に
よ
っ
て
保
証
人
に
損
害
が
生
じ
る

限
り
に
お
い
て
、
保
証
人
に
対
す
る
請
求
権
を
喪
失
す
る
（
三
項
）。」
と
規
定
す
る
。

　

五
〇
五
条
一
項
は
、
主
た
る
債
務
者
の
遅
滞
金
に
関
す
る
債
権
者
の
通
知
義
務
及
び
情
報
提
供
義
務
に
つ
い
て
規
定
す
る
。
保
証
人

は
、
主
た
る
債
務
者
の
遅
滞
状
況
に
つ
い
て
債
権
者
か
ら
通
知
を
受
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
適
切
な
対
応
措
置 

（
主
た
る
債
務
者
に
対
す

る
担
保
の
設
定
・
保
証
の
免
責
請
求
（
五
〇
六
条
）、
債
権
者
に
対
す
る
権
利
行
使
の
請
求
（
五
一
一
条
）
等
）
を
講
じ
る
こ
と
が
で
き
る
。
通

知
義
務
は
、
六
ヶ
月
間
の
遅
滞
の
事
実
に
よ
っ
て
発
生
す
る
（
催
告
は
不
要
）。
ま
た
、
保
証
人
は
、
保
証
契
約
の
締
結
の
際
に
予
想
し

な
い
責
め
を
負
う
危
険
が
あ
る
た
め
、
適
時
に
対
応
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
、
主
た
る
債
務
者
の
状
況
に
つ
い
て
の
情
報

提
供
義
務
を
、
債
権
者
に
課
し
て
い
る
。
情
報
提
供
は
、
い
つ
で
も
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
、
銀
行
の
秘
密
に
優
先
す
る
。
五
〇
五
条

二
項
は
、
主
た
る
債
務
者
の
破
産
及
びN

achlaßverfahren

（
債
権
の
減
額
・
猶
予
に
よ
る
再
生
手
続
）
に
お
け
る
届
出
・
そ
の
他
の
措

岡　法（63―４） 444

八



置
、
保
証
人
へ
の
通
知
に
つ
い
て
規
定
す
る
（
旧
五
一
一
条
は
「
破
産
」
の
場
合
に
お
け
る
届
出
・
通
知
義
務
に
つ
い
て
の
み
規
定
。）。
債
権

者
は
、
各
手
続
に
し
た
が
っ
て
適
切
に
債
権
の
届
出
を
行
う
と
と
も
に
、
物
的
担
保
（
留
置
権
等
）
に
つ
い
て
も
届
け
出
な
け
れ
ば
な

ら
な
い）

9
（

。
改
正
法
に
お
い
て
は
、
破
産
及
びN

achlaßverfahren

に
お
け
る
届
出
義
務
に
加
え
て
、
さ
ら
に
、
権
利
の
保
全
の
た
め

に
債
権
者
に
期
待
さ
れ
う
る
そ
の
他
全
て
の
措
置
を
講
じ
る
義
務
を
課
し
明
文
化
し
て
い
る
（
旧
法
に
お
け
る
争
点
）。
債
権
者
の
保
証

人
に
対
す
る
誠
実
義
務
の
現
れ
と
解
さ
れ
る
。
債
権
者
に
期
待
さ
れ
る
措
置
は
、
原
則
と
し
て
、
個
別
の
事
案
に
お
け
る
諸
事
情
（
債

権
者
が
負
う
費
用
等
の
負
担
・
保
証
人
が
受
け
る
不
利
益
、
保
証
人
が
受
け
る
反
対
給
付
の
有
無
等
）
を
考
慮
し
て
判
断
さ
れ
る
が
、
債
権
者

に
過
剰
な
負
担
と
な
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い（
債
権
者
集
会
へ
の
参
加
義
務
・
財
産
処
分
の
監
視
義
務
・
異
議
申
立
義
務
等
は
原
則
と

し
て
な
い
。
順
位
保
全
の
訴
え
に
つ
い
て
は
見
解
の
対
立
が
あ
る
。）。
ま
た
、
保
証
人
へ
の
通
知
が
価
値
を
有
す
る
場
合
に
は
、
債
権
者
は
、

破
産
及
びN

achlaßstundung
（
猶
予
）
に
つ
い
て
知
っ
た
後
す
ぐ
に
、
保
証
人
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
保
証
人
が
そ
れ
を

知
っ
て
い
る
場
合
に
は
通
知
を
要
し
な
い
。）。
こ
の
通
知
に
よ
っ
て
、
保
証
人
は
、
必
要
な
場
合
に
は
、
破
産
及
びN

achlaßverfahren

に
お
け
る
届
出
等
を
、
自
ら
行
う
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
債
権
者
の
通
知
義
務
も
、
保
証
人
に
対
す
る
誠
実
義
務
に
よ
っ
て
根
拠
付
け

ら
れ
る
。
五
〇
五
条
三
項
は
、
債
権
者
の
義
務
違
反
の
効
果
に
つ
い
て
規
定
す
る
。
主
た
る
債
務
者
の
状
況
に
関
す
る
情
報
提
供
、
そ

の
遅
滞
金
に
関
す
る
通
知
、
破
産
及
びN

achlaßverfahren

に
お
け
る
届
出
ま
た
は
通
知
に
つ
い
て
、
ま
た
債
権
者
に
期
待
さ
れ
う

る
そ
の
他
の
措
置
に
つ
い
て
懈
怠
が
あ
る
場
合
、
債
権
者
に
損
害
賠
償
義
務
が
生
じ
る
。
そ
の
懈
怠
に
よ
っ
て
保
証
人
に
損
害
が
生
じ

る
限
り
に
お
い
て
、
債
権
者
は
請
求
権
を
喪
失
す
る）

10
（

。
債
権
者
の
責
任
は
、
過
失
責
任
で
あ
る
（
九
七
条
以
下
）。
保
証
人
は
、
債
権
者

の
義
務
違
反
・
損
害
・
因
果
関
係
を
証
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
債
権
者
は
、
過
失
の
な
い
こ
と
を
証
明
し
、
ま
た
は
減
額
原
因
（
四

四
条
）
を
主
張
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い）

11
（

。

　

な
お
、
こ
の
他
に
も
、
債
権
者
の
特
別
の
注
意
義
務
に
関
す
る
規
定
が
見
ら
れ
る
。
期
間
の
定
め
の
あ
る
保
証
に
お
い
て
、
期
間
の

満
了
後
四
週
間
以
内
に
債
権
を
主
張
す
る
こ
と
等
に
つ
い
て 

（
五
一
〇
条
三
項
）、
期
間
の
定
め
の
な
い
保
証
に
お
い
て
、
保
証
人
の
請
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求
に
よ
る
債
権
の
取
立
等
に
つ
い
て
（
五
一
一
条
）、
債
権
者
に
義
務
が
課
さ
れ
て
い
る
（
こ
の
他
、
四
九
五
条
が
普
通
保
証
に
お
け
る
取

立
上
の
注
意
に
つ
い
て
、
四
九
六
条
が
連
帯
保
証
に
お
け
る
催
告
つ
い
て
規
定
す
る

）
12
（

。）。

　

右
の
よ
う
に
、
債
権
者
の
特
別
の
注
意
義
務
に
関
す
る
規
定
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
特
別
の
注
意
義
務
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う

な
主
張
が
見
ら
れ
る
。
五
〇
三
条
一
項
及
び
二
項
は
、
債
権
者
に
注
意
義
務
を
課
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
一
般
的
注
意
義
務
で
は
な
い
。

改
正
法
に
お
い
て
も
、
一
般
的
注
意
義
務
は
、
保
証
に
よ
る
貸
付
け
に
著
し
く
重
い
負
担
を
課
す
と
し
て
、
認
め
ら
れ
て
い
な
い
。
債

権
者
の
注
意
義
務
は
、
法
定
の
二
つ
の
場
合 

（
担
保
の
減
少
の
禁
止
及
び
官
吏
そ
の
他
の
身
元
保
証
に
お
け
る
監
督
義
務
）
に
限
定
さ
れ
る
。

五
〇
三
条
以
外
に
も
、
債
権
者
の
注
意
義
務
に
関
す
る
規
定
（
五
〇
四
条
二
項
・
五
〇
五
条
等
）
が
あ
る
。
そ
れ
ら
の
特
別
規
定
に
お
け

る
注
意
義
務
の
拡
大
は
「
部
分
的
」
な
も
の
で
あ
り
、
五
〇
三
条
一
項
及
び
二
項
に
基
づ
く
義
務
に
つ
い
て
は
そ
の
拡
大
は
な
い
と
す

る
主
張
が
あ
る
（Beck

）
13
（

）。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
改
正
法
で
は
、
五
〇
三
条
（
欄
外
・
条
文
見
出
し
）
に
お
い
て
、
注
意
義
務
（Sorgfaltspflicht

）
と
い
う
表
現
が

用
い
ら
れ
て
い
る
。Sorgfaltspflicht

と
い
う
表
現
は
、Bundesrat

に
お
け
る
草
案
に
お
い
て
初
め
て
登
場
し
た
表
現
で
あ
り
、
債

権
者
の
保
証
人
に
対
す
る
「
誠
実
義
務
」
が
旧
法
よ
り
も
強
調
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
唆
す
る
。
こ
れ
は
、
判
例
の
展
開
に
対
応
す
る

も
の
で
あ
り
、
保
証
人
の
保
護
を
目
的
と
す
る
改
正
法
に
よ
る
債
権
者
の
義
務
の
拡
大
と
も
対
応
す
る
。
債
権
者
に
は
一
般
的
な
無
制

限
の
注
意
義
務
は
な
い
と
し
て
も
、
五
〇
三
条
そ
の
他
の
規
定
に
お
い
て
確
立
さ
れ
た
注
意
義
務
が
、
保
証
人
に
対
す
る
誠
実
義
務
の

一
つ
の
「
現
れ
」
と
し
て
課
さ
れ
る
。
債
権
者
の
注
意
義
務
が
一
九
四
一
年
の
法
改
正
に
よ
っ
て
大
幅
に
拡
大
さ
れ
る
一
方
で
、
そ
の

注
意
義
務
に
関
す
る
規
定
は
強
行
規
定
と
位
置
付
け
ら
れ
、
当
事
者
は
任
意
に
処
分
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
（
四
九
二
条
四
項
）。
そ
の

た
め
今
や
、
債
権
者
の
注
意
義
務
は
例
外
的
な
も
の
と
は
ほ
と
ん
ど
い
え
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
改
正
法
に
よ
る
債
権
者
の
注
意
義
務

は
、
縮
小
解
釈
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
趣
旨
と
内
容
に
し
た
が
っ
て
解
釈
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
趣
旨
等
は
、
契
約
法

を
支
配
す
る
信
義
則
（
ス
イ
ス
民
法
二
条
）
か
ら
明
ら
か
と
な
る
。
債
権
者
の
注
意
義
務
の
「
範
囲
」
は
、
個
別
の
事
案
に
お
け
る
全
て

岡　法（63―４） 446

一
〇



の
事
情
を
考
慮
し
て
決
定
さ
れ
る
。
主
た
る
債
務
者
に
対
す
る
請
求
権
に
す
で
に
危
険
が
存
在
す
る
こ
と
ま
た
は
危
険
が
差
し
迫
っ
て

い
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
場
合
、
そ
の
よ
う
な
事
情
は
誠
実
義
務
を
拡
大
す
る
。
他
方
、
銀
行
の
秘
密
、
顧
客
で
あ
る
主
た
る
債
務
者

へ
の
配
慮
の
よ
う
に
、
誠
実
義
務
の
制
限
を
生
じ
さ
せ
る
事
情
も
あ
る
。
も
っ
と
も
、
主
た
る
債
務
者
の
財
産
状
態
に
関
す
る
一
般
的

な
監
督
義
務
は
な
い
と
す
る
主
張
が
あ
る
（Giovanol

）
14
（i

）。

　
　
ⅲ
　
小
　
括

　

以
上
の
よ
う
に
、
ス
イ
ス
債
務
法
（
一
九
四
一
年
法
）
に
お
い
て
は
、
保
証
人
が
負
う
特
別
な
危
険
を
考
慮
し
て
、
特
別
な
配
慮
が
な

さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
、
四
九
二
条
四
項
に
お
い
て
、
債
権
者
の
注
意
義
務
を
含
む
保
証
法
に
お
け
る
主
要
な
規
定
は
「
強
行
規
定
」
と

位
置
付
け
ら
れ
、
同
条
四
項
に
反
す
る
約
定
は
無
効
と
さ
れ
た
。
ま
た
、
保
証
契
約
は
片
務
契
約
で
あ
る
が
、「
信
義
則
等
」
の
法
理

（
ス
イ
ス
民
法
二
条
）
は
、
保
証
人
に
対
す
る
債
権
者
の
行
為
に
つ
い
て
も
適
用
さ
れ
、
事
情
に
よ
っ
て
は
債
権
者
に
注
意
義
務
が
生
じ

る
と
解
さ
れ
て
い
る
（
判
例
・
学
説
の
展
開
）。
さ
ら
に
、
債
権
者
の
一
般
的
注
意
義
務
は
認
め
ら
れ
て
い
な
い 

（
支
配
的
見
解
）
が
、
債

権
者
の
「
特
別
」
の
注
意
義
務
に
関
す
る
複
数
の
規
定
が
導
入
さ
れ
て
い
る
（
五
〇
三
条
以
下
）。

　

五
〇
三
条
に
お
い
て
は
、
債
権
者
の
担
保
保
存
義
務
（
同
条
一
項
（
効
果
：
減
責
））、
官
吏
そ
の
他
の
身
元
保
証
に
お
け
る
債
権
者
の

注
意
義
務
（
同
条
二
項
）、
債
権
者
に
よ
る
証
拠
資
料
の
保
全
・
返
還
、
必
要
な
説
明
の
提
供
、
物
的
担
保
等
の
返
還
（
同
条
三
項
）、
情

報
提
供
義
務
及
び
返
還
義
務
（
同
条
三
項
）
に
違
反
し
た
場
合
の
効
果
（
同
条
四
項
）
に
つ
い
て
、
詳
細
な
明
文
規
定
が
置
か
れ
て
い

る
。
同
条
二
項
に
お
い
て
は
、「
債
権
者
に
そ
の
他
期
待
可
能
な
注
意
を
怠
っ
た
こ
と
に
よ
り
」
と
い
う
文
言
が
追
加
さ
れ
て
い
る
。
し

か
も
、
債
権
者
に
期
待
可
能
な
注
意
義
務
は
、「
信
義
則
」・
取
引
慣
行
・
個
別
の
事
案
に
お
け
る
特
別
の
事
情
に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
、

債
権
者
の
注
意
義
務
の
範
囲
は
解
釈
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
。
同
条
四
項
に
お
い
て
は
、
証
拠
資
料
の
返
還
及
び
必
要
な
説
明
の
提
供
の

場
合
に
つ
い
て
、
免
責
原
因
が
追
加
さ
れ
て
い
る
（
要
件
と
し
て
拒
絶
の
不
当
性
を
追
加
。）。
義
務
違
反
に
対
し
て
強
い
法
的
効
果
が
認

め
ら
れ
て
い
る
。
保
証
人
の
免
責
、
給
付
の
返
還
請
求
、
さ
ら
に
、
債
権
者
に
帰
責
性
の
あ
る
場
合
に
は
、
損
害
賠
償
請
求
も
認
め
ら
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れ
て
い
る
。

　

五
〇
四
条
は
、
保
証
人
に
よ
る
弁
済
に
関
す
る
債
権
者
の
受
領
義
務
（
同
条
一
項
）、
債
権
者
の
不
当
な
受
領
拒
絶
に
よ
る
免
責
効
果

（
同
条
二
項
）
に
つ
い
て
規
定
す
る
（
保
証
契
約
に
お
け
る
受
領
義
務
の
特
別
規
定
）。
共
同
保
証
の
場
合
に
は
、
一
部
弁
済
の
場
合
で
も
、

そ
れ
が
負
担
部
分
以
上
で
あ
れ
ば
、
債
権
者
に
受
領
義
務
が
生
じ
る
（
同
条
一
項
）。
債
権
者
に
よ
る
不
当
な
受
領
拒
絶
（
客
観
的
理
由

の
不
存
在
）
に
よ
っ
て
、
保
証
人
は
「
免
責
」
さ
れ
、
義
務
違
反
の
効
果
が
強
化
さ
れ
て
い
る
（
一
般
規
定
で
は
供
託
等
（
九
二
条
以
下
））。

　

五
〇
五
条
は
、
主
た
る
債
務
者
の
遅
滞
金
に
関
す
る
債
権
者
の
通
知
義
務
及
び
情
報
提
供
義
務
（
同
条
一
項
）、
主
た
る
債
務
者
の
破

産
及
びN

achlaßverfahren

に
お
け
る
届
出
・
そ
の
他
の
措
置
、
保
証
人
へ
の
通
知
（
同
条
二
項
）、
債
権
者
の
義
務
違
反
の
効
果
（
同

条
三
項
）
に
つ
い
て
規
定
す
る
。
同
条
二
項
に
お
い
て
は
、
破
産
だ
け
で
な
くN

achlaßverfahren

に
お
い
て
も
届
出
義
務
が
課
さ
れ

て
お
り
、
さ
ら
に
、
権
利
の
保
全
の
た
め
に
債
権
者
に
期
待
さ
れ
う
る
そ
の
他
全
て
の
措
置
を
講
じ
る
義
務
が
課
さ
れ
て
い
る
。

　

債
権
者
の
特
別
の
注
意
義
務
は
、
そ
の
「
位
置
付
け
」
に
つ
い
て
主
張
の
対
立
が
見
ら
れ
る
。
特
別
規
定
に
お
け
る
注
意
義
務
を
限

定
的
に
解
す
る
主
張
と
、
解
釈
に
よ
る
拡
大
を
認
め
る
主
張
が
あ
る
。
特
別
の
注
意
義
務
の
位
置
付
け
の
違
い
は
、
注
意
義
務
の
「
範

囲
の
解
釈
」
に
影
響
す
る
。Beck

は
、
五
〇
三
条
一
項
及
び
二
項
（
債
権
者
の
注
意
義
務
の
主
た
る
規
定
）
に
お
い
て
、
義
務
違
反
の
効

果
は
強
化
さ
れ
て
い
る
が
、
債
権
者
の
注
意
義
務
の
拡
大
は
な
い
と
し
、
そ
の
他
の
規
定
（
五
〇
四
条
二
項
及
び
五
〇
五
条
等
）
に
お
い

て
は
、
部
分
的
な
拡
大
に
と
ど
ま
る
と
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、Giovanoli

は
、
改
正
法
に
よ
っ
て
、
債
権
者
の
注
意
義
務
は
大
幅
に

拡
大
さ
れ
、
し
か
も
そ
の
注
意
義
務
に
関
す
る
規
定
は
強
行
規
定
と
さ
れ
て
い
る
（
四
九
二
条
四
項
）
こ
と
か
ら
、
債
権
者
の
注
意
義
務

は
、
も
は
や
例
外
的
な
も
の
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
と
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
債
権
者
の
注
意
義
務
は
、
縮
小
解
釈
さ
れ
る
の
で
は
な

く
、
信
義
則
に
基
づ
い
て
諸
般
の
事
情
を
考
慮
し
て
解
釈
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
特
別
の
注
意
義
務
の
根
底
に
は
、
保
証
人
に
対

す
る
「
誠
実
義
務
」
が
あ
り
、
特
別
の
注
意
義
務
は
、
誠
実
義
務
が
具
体
化
し
た
一
つ
の
「
現
れ
」
で
あ
る
と
す
る
（
有
力
化
）。
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rt. 503 

N
11ff. ; Scyboz, a. a. O

., SS. 407-412 ; Bucher, a. a. O
., SS. 302-304, 306 ; H

K
-Pestalozzi, A

rt. 503 N
1 ff. ; Gauch/

A
epli/Stöckli, A

rt. 503 N
1 ff. ; H

uguenin, a. a. O
., S. 195 ; H

onsell, a. a. O
., S. 420.

（
８
）　BK

-Giovanoli,1978, A
rt. 504 N

1ff. ; Beck, A
rt. 504 N

1ff. ; Scyboz, a. a. O
., SS. 406-407 ; H

K
-Pestalozzi, A

rt. 504 
N
1ff. ; Bucher, a. a. O

., S. 300 ; H
uguenin, a. a. O

., S. 194.

（
９
）　BGE64

Ⅲ, 147, 156.

（
10
）　BGE64

Ⅲ, 147, 157.

（
11
）　BK

-Giovanoli, 1978, A
rt. 505 N

1ff. ; H
K
-Pestalozzi, A

rt. 505 N
1 ff. ; Beck, A

rt. 505 N
1 ff. ; Scyboz, a. a. O

., SS. 
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410-411 ; Bucher, a. a. O
., S. 304.

（
12
）　H

K
-Pestalozzi, A

rt. 503 N
1 f. ; BK

-Giovanoli, 1978, A
rt. 503 N

1 a.
（
13
）　Beck, A

rt. 503 N
12.

（
14
）　BK

-Giovanoli, 1978, A
rt. 503 N

4 ff.
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